
○ 農林漁業セーフティネット資金実施要綱（平成 19年３月 30日付け 18経営第 7581号農林水産事務次官依命通知）新旧対照表 

（下線部は改正部分） 
改 正 後 現 行 

第２ 資金の内容 

  本資金の内容については、株式会社日本政策金融公庫法（平

成 19年法律第 57号。以下「法」という。）別表第４第１号の

３、別表第４第１号の７及び別表第４第１号の 10並びに平成

20年９月 30日財務省・農林水産省告示第 36号（株式会社日本

政策金融公庫法別表第１第８号の下欄に掲げる資金を指定する

等の件）の第４号、第５号、第７号及び第 17号に定めるものの

ほか、この要綱に定める事項に即して株式会社日本政策金融公

庫（以下「公庫」という。）が定めるところによるものとす

る。 

１ （略） 

２ 貸付対象者 

  次に掲げる農林漁業者 

(1) （略） 
(2) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関

する暫定措置法（昭和 54年法律第 51号）第３条に定める

林業経営改善計画の認定を受けたもの 

 

 

 (3) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和

51年法律第 43号)第４条に規定する改善計画の認定を受

けたもの 

(4) 農林漁業者であって、農林漁業に係る所得が総所得（法

人にあっては、当該法人の農林漁業に係る売上高が総売上

第２ 資金の内容 

  本資金の内容については、株式会社日本政策金融公庫法（平

成 19年法律第 57号。以下「法」という。）別表第４第１号の

３、別表第４第１号の７及び別表第４第１号の 10並びに平成

20年９月 30日財務省・農林水産省告示第 36号（株式会社日本

政策金融公庫法別表第１第８号の下欄に掲げる資金を指定する

等の件）の第４号、第５号、第７号及び第 17号に定めるものの

ほか、この要綱に定める事項に即して株式会社日本政策金融公

庫（以下「公庫」という。）が定めるところによるものとす

る。 

１ （略） 

２ 貸付対象者 

  次に掲げる農林漁業者 

(1) （略） 
(2) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関

する暫定措置法（昭和 54年法律第 51号）第３条に定める

林業経営改善計画の認定を受けたもの（個人、株式会社及

び持分会社（会社法（平成 17年法律第 86号)第 575条第

１項に規定する持分会社をいう。）に限る。以下同じ。） 

 (3) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和

51年法律第 43号)第４条に規定する改善計画の認定を受け

たもの（漁業を営む漁業協同組合を除く。） 

(4) 農林漁業者であって、農林漁業に係る所得が総所得（法

人（株式会社、持分会社、農事組合法人及び漁業生産組合



○ 農林漁業セーフティネット資金実施要綱（平成 19年３月 30日付け 18経営第 7581号農林水産事務次官依命通知）新旧対照表 

（下線部は改正部分） 
高）の過半を占めているもの、又は粗収益が 200万円以上

（法人にあっては 1,000万円以上）であるもの 

 

 

(5)～(7)  （略） 
３・４ （略） 
５ 償還（据置）期限 

  償還期限 10年以内（うち据置期間３年以内） 

  ただし、第２の１の(3)の⑥に掲げる資金にあっては、償還

期限 15年以内とする。 

また、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び

助成に関する法律（平成 23年法律第 40号）第 121条第１項

の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特別の財政

援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に

関する政令（平成 23年政令第 132号）第 12条第１項に定め

る者にあっては、償還期限 13年以内（うち据置期間６年以

内）とする（令和３年３月 31日までの間に貸付けの決定を行

ったものに限る。）。 
 

別紙様式〔個人用、農業者〕 

 （中略） 

           住   所 

           氏   名 

 

に限る。以下同じ。）にあっては、当該法人の農林漁業に

係る売上高が総売上高）の過半を占めているもの、又は粗

収益が 200万円以上（法人にあっては 1,000万円以上）で

あるもの 

(5)～(7)  （略） 
３・４ （略） 
５ 償還（据置）期限 

  償還期限 10年以内（うち据置期間３年以内） 

  ただし、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及

び助成に関する法律（平成 23年法律第 40号）第 121条第１

項の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特別の財

政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等

に関する政令（平成 23年政令第 132号）第 12条第１項に定

める者にあっては、償還期限 13年以内（うち据置期間６年以

内）とする（令和３年３月 31日までの間に貸付けの決定を行

ったものに限る。）。 

 

 

別紙様式〔個人用、農業者〕 

 （中略） 

住   所               

               氏   名               印  



○ 農林漁業セーフティネット資金実施要綱（平成 19年３月 30日付け 18経営第 7581号農林水産事務次官依命通知）新旧対照表 

（下線部は改正部分） 

 
 

別紙様式〔個人用、林業者〕 

 （中略） 

           住   所 

           氏   名 

 

 

 

 
 

別紙様式〔個人用、林業者〕 

 （中略） 

住   所               

                氏   名               印  

 

 
 

４ 農家経済の内容                                                           （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 
 

 （記載内容） 

 粗収益や所得の増加、支出の削減の見込み額及び収 
入保険等のセーフティネットの加入状況等を記入し 
て下さい。 

 農業粗収益      ①   

 その他収入          ②   

 計（収入）       ③＝①＋②   

 農業支出        ④   

  うち減価償却費   

 その他支出          ⑤   

 租税公課諸負担      ⑥   

 家計費（家族  名）⑦   

 計（支出）       ⑧＝④～⑦   

 収 支          ⑨＝③－⑧   

 注： 過去３年分の青色申告書、白色申告書、貸借対照表、損益計算書、所得（損失）計算明細書を 
添付して下さい。 

４ 林家経済の内容                                                          （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 
 

 （記載内容） 

 粗収益や所得の増加、支出の削減の見込み額及び森 
林保険等のセーフティネットの加入状況等を記入し 
て下さい。 

 林業粗収益      ①   

 その他収入          ②   

 計（収入）       ③＝①＋②   

 林業支出        ④   

  うち減価償却費   

 その他支出          ⑤   

 租税公課諸負担      ⑥   

 家計費（家族  名）⑦   

 計（支出）       ⑧＝④～⑦   

 収 支          ⑨＝③－⑧   

 注： 過去３年分の青色申告書、白色申告書、貸借対照表、損益計算書、所得（損失）計算明細書を 
添付して下さい。 

４ 農家経済の内容                                                           （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 
 

 （記載内容） 

 粗収益や所得の増加、支出の削減の見込み額等を 
 記入して下さい。 

 農業粗収益      ①   

 その他収入          ②   

 計（収入）       ③＝①＋②   

 農業支出        ④   

  うち減価償却費   

 その他支出          ⑤   

 租税公課諸負担      ⑥   

 家計費（家族  名）⑦   

 計（支出）       ⑧＝④～⑦   

 収 支          ⑨＝③－⑧   

 注： 過去３年分の青色申告書、白色申告書、貸借対照表、損益計算書、所得（損失）計算明細書を 
添付して下さい。 

４ 林家経済の内容                                                          （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 
 

 （記載内容） 

 粗収益や所得の増加、支出の削減の見込み額等を 
 記入して下さい。 

 林業粗収益      ①   

 その他収入          ②   

 計（収入）       ③＝①＋②   

 林業支出        ④   

  うち減価償却費   

 その他支出          ⑤   

 租税公課諸負担      ⑥   

 家計費（家族  名）⑦   

 計（支出）       ⑧＝④～⑦   

 収 支          ⑨＝③－⑧   

 注： 過去３年分の青色申告書、白色申告書、貸借対照表、損益計算書、所得（損失）計算明細書を 
添付して下さい。 



○ 農林漁業セーフティネット資金実施要綱（平成 19年３月 30日付け 18経営第 7581号農林水産事務次官依命通知）新旧対照表 

（下線部は改正部分） 
別紙様式〔個人用、漁業者〕 

 （中略） 

           住   所 

           氏   名 

 

 
  

別紙様式〔法人・団体用、農業者〕 

 （中略） 

            住     所 

                    名称・代表者名 

 

別紙様式〔個人用、漁業者〕 

 （中略） 

住   所               

                氏   名               印  

 

 
  

別紙様式〔法人・団体用、農業者〕 

 （中略） 

住     所            

名称・代表者名           印  

 

４ 漁家経済の内容                                                          （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 
 

 （記載内容） 

 粗収益や所得の増加、支出の削減の見込み額及び漁 
業共済等のセーフティネットの加入状況等を記入し 
て下さい。 

 漁業粗収益      ①   

 その他収入          ②   

 計（収入）       ③＝①＋②   

 漁業支出        ④   

  うち減価償却費   

 その他支出          ⑤   

 租税公課諸負担      ⑥   

 家計費（家族  名）⑦   

 計（支出）       ⑧＝④～⑦   

 収 支          ⑨＝③－⑧   

 注： 過去３年分の青色申告書、白色申告書、貸借対照表、損益計算書、所得（損失）計算明細書を 
添付して下さい。 

４ 漁家経済の内容                                                          （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 
 

 （記載内容） 

 粗収益や所得の増加、支出の削減の見込み額等を 
 記入して下さい。 

 漁業粗収益      ①   

 その他収入          ②   

 計（収入）       ③＝①＋②   

 漁業支出        ④   

  うち減価償却費   

 その他支出          ⑤   

 租税公課諸負担      ⑥   

 家計費（家族  名）⑦   

 計（支出）       ⑧＝④～⑦   

 収 支          ⑨＝③－⑧   

 注： 過去３年分の青色申告書、白色申告書、貸借対照表、損益計算書、所得（損失）計算明細書を 
添付して下さい。 



○ 農林漁業セーフティネット資金実施要綱（平成 19年３月 30日付け 18経営第 7581号農林水産事務次官依命通知）新旧対照表 

（下線部は改正部分） 

 
 

別紙様式〔法人・団体用、林業者〕 

 （中略） 

            住     所 

                    名称・代表者名 

 

 
 

別紙様式〔法人・団体用、漁業者〕 

 （中略） 

 
 

別紙様式〔法人・団体用、林業者〕 

 （中略） 

住     所            

名称・代表者名           印  

 

 
 

別紙様式〔法人・団体用、漁業者〕 

 （中略） 

５ 法人・団体の経営内容                                                      （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 

 （記載内容） 

 売上や収支の増加、支出の削減の見込み額及び収入 

保険等のセーフティネットの加入状況等を記入して 
下さい。 

 農業売上      ①   

 その他売上         ②   

 計（売上）       ③＝①＋②   

 農業支出       ④   

  うち減価償却費   

 その他支出         ⑤   

 法人税等諸負担     ⑥   

 計（支出）       ⑦＝④～⑥   

 収 支         ⑧＝③－⑦   

 

５ 法人・団体の経営内容                                                      （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 

 （記載内容） 

 売上や収支の増加、支出の削減の見込み額及び森林 

保険等のセーフティネットの加入状況等を記入して 
下さい。 

 林業売上      ①   

 その他売上         ②   

 計（売上）       ③＝①＋②   

 林業支出       ④   

  うち減価償却費   

 その他支出         ⑤   

 法人税等諸負担     ⑥   

 計（支出）       ⑦＝④～⑥   

 収 支         ⑧＝③－⑦   

 

５ 法人・団体の経営内容                                                      （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 

 （記載内容） 

 売上や収支の増加、支出の削減の見込み額等を記入 

 して下さい。 

 農業売上      ①   

 その他売上         ②   

 計（売上）       ③＝①＋②   

 農業支出       ④   

  うち減価償却費   

 その他支出         ⑤   

 法人税等諸負担     ⑥   

 計（支出）       ⑦＝④～⑥   

 収 支         ⑧＝③－⑦   

 

５ 法人・団体の経営内容                                                      （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 

 （記載内容） 

 売上や収支の増加、支出の削減の見込み額等を記入 

 して下さい。 

 林業売上      ①   

 その他売上         ②   

 計（売上）       ③＝①＋②   

 林業支出       ④   

  うち減価償却費   

 その他支出         ⑤   

 法人税等諸負担     ⑥   

 計（支出）       ⑦＝④～⑥   

 収 支         ⑧＝③－⑦   

 



○ 農林漁業セーフティネット資金実施要綱（平成 19年３月 30日付け 18経営第 7581号農林水産事務次官依命通知）新旧対照表 

（下線部は改正部分） 
            住     所 

                    名称・代表者名 

 

 

 

別紙参考様式〔個人・法人共通〕 

 （中略） 

           住   所 

           氏   名 

 

住     所            

名称・代表者名           印  

 

 

 

別紙参考様式〔個人・法人共通〕 

 （中略） 

住   所               

氏   名              印  

 

  附 則（令和２年６月 12日２経営第 742号） 

この通知は、令和２年６月 12日から施行する。 

５ 法人・団体の経営内容                                                      （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 

 （記載内容） 

 売上や収支の増加、支出の削減の見込み額及び漁業 

共済等のセーフティネットの加入状況等を記入して 
下さい。 

 漁業売上      ①   

 その他売上         ②   

 計（売上）       ③＝①＋②   

 漁業支出       ④   

  うち減価償却費   

 その他支出         ⑤   

 法人税等諸負担     ⑥   

 計（支出）       ⑦＝④～⑥   

 収 支         ⑧＝③－⑦   

 

５ 法人・団体の経営内容                                                      （単位：千円） 

 【収支の状況】  【経営安定のための具体的取り組み】 
  通常年 

 (   年) 
直 近 

 
 
 
 
 

 
 

 （記載内容） 

 売上や収支の増加、支出の削減の見込み額等を記入 

 して下さい。 

 漁業売上      ①   

 その他売上         ②   

 計（売上）       ③＝①＋②   

 漁業支出       ④   

  うち減価償却費   

 その他支出         ⑤   

 法人税等諸負担     ⑥   

 計（支出）       ⑦＝④～⑥   

 収 支         ⑧＝③－⑦   

 


